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令和５年第３回矢掛町議会第２回定例会（第４号） 

 

１．会議招集日時 令和５年６月１３日 午前９時３０分 

 

２．会議の開閉 （開会） 午前 ９時３０分 

        （議事） 午前 ９時３０分 

        （閉会） 午前 ９時４２分 

 

３．議員の出欠状況 

議席 

番号 
氏    名 

出欠等 

の 別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠等 

の 別 

１  土  井  俊  彦   出 ２  昼  田  政  義   出 

３  福  田  京  子   出 ４  岸  野  榮  治   出 

５  田  中  輝  夫   出 ６  原  田  秀  史   出 

７  小  塚  郁  夫   出 ８  石  井  信  行   出 

９  川  上  淳  司   出 １０  花  川  大  志   出 

１１  土  田  正  雄   出 １２  浅  野    毅   出 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

４．説明のために出席した者の職氏名 

町 長 山 岡   敦  副 町 長 山 縣 幸 洋 

教 育 長 山 部 英 之  総 務 防 災 課 長 堀   賢 一 

企 画 財 政 課 長 松 嶋 良 治  町 民 課 長 妹 尾 茂 樹 

税 務 課 長 妹 尾 一 正  健康子育て課長 小 川 公 一 

福 祉 介 護 課 長 稲 田 由紀子  産 業 観 光 課 長 池 田 敏 之 

建 設 課 長 渡 邉 孝 一  上 下 水 道 課 長 平 井 勝 志 

教 育 課 長 藤 原 徳 忠  病 院 事 務 長 坪 田 芳 隆 

会 計 管 理 者 稲 田 欽 也  介護老人保健施設事務長 小 出 優 子 

矢 掛 寮 長 西 山 弘 之  総務防災課長代理 立 川 人 士 

企画財政課長代理 河 上 昌 弘  企画財政課財政係長 石 井 亮太郎 

 

５．出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長 守 屋 裕 文  書 記 髙 槻 美 希 

 

６．議事日程 

 日程第１ 委員長報告 議案第４８号 矢掛町長期継続契約とする契約を定める条例の一部を改正す

る条例制定について 
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           議案第５１号 令和５年度矢掛町一般会計補正予算（第３号）について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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午前９時３０分 開議 

○議長（花川大志君） 皆さん，おはようございます。先週 8日の本会議に引き続き，御苦労さまでご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は 12名であります。定足数に達しておりますので，直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手許に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 日程第１ 委員長報告 議案第４８号 矢掛町長期継続契約とする契約を定める条例の一部を改正す

る条例制定について 

           議案第５１号 令和５年度矢掛町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（花川大志君） 日程第 1，議案第 48号及び議案第 51号を一括議題とし，委員長報告を行いま

す。 

 これらは，去る 8日の本会議において審査をお願いした案件で，委員会の審査も終了し，報告書も提

出されておりますので，それぞれの常任委員長から審査の概要を報告していただきます。報告の順は，

総務文教常任委員長，予算決算常任委員長の順にお願いいたします。 

 それでは，まず総務文教常任委員長，浅野 毅君，お願いいたします。浅野君。 

○１２番（浅野 毅君） それでは，命によりまして，総務文教常任委員会委員長報告を行います。 

去る 6月 8日の本会議において付託を受けました議案第 48号，矢掛町長期継続契約とする契約を定め

る条例の一部を改正する条例制定についての一件を，去る 6月 9日総務文教常任委員会を開催し，全委

員出席のもと関係職員から説明を聴取しながら慎重に審査を行いました。 

質疑の詳細については会議録を参照願うことといたしまして，審査概要と結果について御報告いたし

ます。 

 まず，保守業務について，担当者及び担当課は把握しておるのか。クラウドシステムについて，リー

ス契約に関連する改正と捉えているが，リースの内容はどうか。リース期間について，マイナンバーカ

ードに関する事務について等々質疑応答がありましたが，執行部の的確なお答があり，条例の内容その

ものに異議を唱える者はなく，審査の結果全会一致で了といたしました。 

 不足の点がありましたら，他の委員に補足をお願いいたしまして，総務文教常任委員会委員長報告と

させていただきます。 

 以上です。 

○議長（花川大志君） 続いて，予算決算常任委員長，田中輝夫君お願いいたします。田中君。 

○５番（田中輝夫君） それでは，命によりまして，予算決算常任委員会委員長報告を行います。 

6月 8日の本会議におきまして予算決算常任委員会に付託を受けました，議案第 51号，令和 5年度矢

掛町一般会計補正予算（第 3号）についての議案審査のため，去る 9日の午前 10時より予算決算常任委

員会を開催し，全委員出席のもと，町長，副町長，教育長ほか，関係職員の出席を求め，質疑応答によ

り慎重に審議いたしました。 

審査の過程ではさまざまな質疑応答が行われましたが，質疑の詳細な内容につきましては，会議録を

御覧いただくこととして，ここでの説明は概要報告のみさせていただきます。 

 議案第 51号，令和 5年度矢掛町一般会計補正予算（第 3号）についてでありますが，総務費では，一

般管理費，おかやま山陽高等学校記念事業補助金の補助理由と根拠。青色防犯パトロール燃料価格高騰
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対策支援金，元気集落活動補助金の内容。生活応援商品券事業費の委託業務と供給の詳細。民生費では，

子育て支援センター管理費の遊具及びトイレ等施設整備工事の詳細。衛生費では，健康管理センター管

理費の詳細。農林水産業費では，かんがい排水費に計上されている水路修繕料の詳細。土木費では，民

間賃貸住宅等建設補助金の計画件数。道路維持費の補修用原材料費の追加となった背景など詳細。災害

復旧費では，農地農業用施設災害復旧費の詳細についての質疑応答がありました。 

 審査の結果，本議案の審査を了とすることに賛成する者に起立を求めると，全会一致で原案を了とい

たしました。 

 以上が，予算決算常任委員会に付託された案件の審査概要であります。執行部におかれましては，本

委員会での意見，要望等に十分留意をいただき，適切な執行に努められますよう求めるものであります。 

 補足すべき事項がありましたら，他の委員に補足をお願いいたしまして，予算決算常任委員会の委員

長報告とさせていただきます。 

○議長（花川大志君） それぞれの委員長から付託案件の審査報告がありました。それでは，委員長報

告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花川大志君） 質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花川大志君） 討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第 48号の条例改正案件と議案第 51号の補正予算

案件について，委員長報告は，これを可とするものでありましたので，それぞれ委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花川大志君） 異議なしと認めます。よって，議案第 48 号，矢掛町長期継続契約とする契約

を定める条例の一部を改正する条例制定について，また，議案第 51号，令和 5年度矢掛町一般会計補正

予算（第 3号）については，それぞれ原案のとおり可決することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（花川大志君） お諮りいたします。議会運営委員会の活動及び各常任委員会の所管部分の調査・

研究については，議会での継続審査の議決が必要であります。したがって，次期議会の会期，日程等の

議会運営は，閉会中の議会運営委員会の継続審査に，また，各常任委員会での調査・研究については，

閉会中の各常任委員会の継続審査にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花川大志君） 異議なしと認めます。よって，次期議会の会期及び日程等の議会運営につきま

しては，閉会中の議会運営委員会の継続審査に，また，各常任委員会の調査・研究につきましては，閉

会中の各常任委員会の継続審査と決しました。 

 さらに，お諮りいたします。本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。会議規

則第 7条の規定により，本日をもって第 3回矢掛町議会第 2回定例会を閉会いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（花川大志君） 異議なしと認めます。よって，第 3回矢掛町議会第 2回定例会を閉会すること

に決しました。 

 閉会にあたり，町長から御挨拶があります。町長。 

○町長（山岡 敦君） 令和 5年第 3回矢掛町議会第 2回定例会につきましては，8日間の会期であり

ましたが，上程いたしました 9議案につきまして，それぞれ原案のとおり御決定をいただき，まことに

ありがとうございました。 

議案並びに一般質問などで賜りました貴重な御意見や御提言につきましては，今後，十分検討させて

いただきたいと存じます。 

議員の皆様も私どもも町を良くしたいという気持ちに変わりありません。今後とも町民の皆様のニー

ズにお応えする姿勢の元，時代の変化に対応しながら，矢掛愛を持って町政を前に進めてまいりますの

で，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて，コロナの再流行に対する不安もありますが，観光やイベントの開催，飲食などで人の動きが活

発化し，町に活気が戻ることを大いに期待しているところであります。しっかりと矢掛町の魅力を町外

へ発信しますとともに，本町への定住促進につなげ，若い世代の結婚・出産・そして子育ての希望がか

なえられるよう，努めてまいります。 

これから梅雨，そして台風シーズンを迎え，風水害への警戒が必要な季節となりました。災害時の気

象情報などに十分注意を払っていただきますようお願い申し上げるとともに，町民の皆様の生命と財産

を災害から守るために関係各所との情報共有，そして連携を密にし，危機感を持って防災に取り組んで

まいります。 

最後になりましたが，今後，本格的な暑さを迎えることになります。議員の皆様におかれましては，

どうか御健康でお過ごしください。 

以上をもちまして，閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（花川大志君） 以上をもちまして，本日の日程は全て終了いたしました。なお，この後 10 時

から議会全員協議会を開催いたしますので，議員の皆様には全員協議会室へ御参集ください。それでは

皆様，お疲れ様でした。閉会。 

午前９時４２分 閉会 

 


